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「
主
任
助
産
師

上
司
の
命

副

技

師

長

技
師
長
を

る
事
務
を

「
総
看
護
師
長

上
司
の
命

護
師
等
を

保

健

師

長

上
司
の
命

看

護

師

長

上
司
の
命

（

）

を
除
く
。

」

「
次

長

（

）

山
口
県
立
総
合
医

療
セ
ン
タ
ー
及
び

山
口
県
立
こ
こ
ろ

の
医
療
セ
ン
タ
ー

の
事
務
局
の
次
長

に
限
る
。

局
長
を
た

す
る
。

「
技

師

長

上
司
の
命

る
。

「
副

院

長

院
長
を
た

る
。

主

任

部

長

上
司
の
命

整
理
す
る

「
次

長

山
口
県
立
総
合
医

療
セ
ン
タ
ー
及
び

山
口
県
立
こ
こ
ろ

の
医
療
セ
ン
タ
ー

の
事
務
局
の
次
長

を
「
次

別
表
第
一
組
織
上
の
職
の
表

長
、
副
技
師
長
」
、
「
、
総
看

り
、
別
表
第
一
業
務
上
の
職
の

歯
科
技
工
士
」
、
「
、
調
理
長

病
棟
員
」
、
「
、
ボ
イ
ラ
ー
技

別
表
第
二
の
一
の
表
出
先
機

療
セ
ン
タ
ー
、
」
及
び

を
受
け
て
助
産
に
関
す
る
事
務
を
処

た
す
け
、
上
司
の
命
を
受
け
て
技
師

整
理
す
る
。

を
受
け
て
看
護
に
関
す
る
事
務
を
掌

指
揮
監
督
す
る
。

を
受
け
て
保
健
に
関
す
る
事
務
を
掌

を
受
け
て
看
護
に
関
す
る
事
務
を
掌

す
け
、
上
司
の
命
を
受
け
て
事
務
局

を
受
け
て
技
師
の
業
務
に
関
す
る
事

す
け
、
上
司
の
命
を
受
け
て
病
院
の

を
受
け
て
病
院
の
事
務
の
う
ち
診
療

。

長

」
に
改
め
、

出
先
機
関
に
関
す
る
部
分
中
「
、

護
師
長
、
保
健
師
長
、
看
護
師
長

表
中
「
、
薬
剤
師
」
、
「
、
臨
床

」
、
「
、
主
任
ボ
イ
ラ
ー
技
士
」

士
」
、
「
、
調
理
員
」
及
び
「
、

関
の
項
中
「
山
口
県
立
総
合
医
療

一

理
す
る
。

」
を
削
り
、
別

の
業
務
に
関
す

」

理
し
、
所
属
看

理
す
る
。

及
び

理
す
る
。

」

の
事
務
を
整
理

」
、

務
を
掌
理
す

、

事
務
を
整
理
す

に
係
る
事
務
を

」
を
削
り
、

副
院
長
、
主
任
部
長
」
、
「
、
技

」
及
び
「
、
主
任
助
産
師
」
を

工
学
技
士
」
、
「
、
歯
科
衛
生
士

、
「
、
主
任
調
理
員
」
、
「
、
主

病
棟
員
」
を
削
る
。

セ
ン
タ
ー
、
山
口
県
立
こ
こ
ろ
の

表 師削、任医

規

則
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第
二

長
の

項
、こ知

業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月

業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

口
県
規
則
第
二
十
一
号

現
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規

四
条
中
「
、
こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン

五
条
を
第
四
条
と
す
る
。

表
中
「
（
第
五
条
関
係
）
」
を

国
基
地
沖
合
移
設
対
策
室
次
長
」

園
管
理
事
務
所
長
」
、
「
こ
こ
ろ

、
「
菅
野
ダ
ム
管
理
事
務
所
長
」

附

則

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

口
県
規
則
第
二
十
号

知
事
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す

事
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

二
条
を
削
り
、
第
三
条
を
第
二
条

の
二
の
表
薬
剤
師
の
項
、
臨
床
工

項
、
主
任
ボ
イ
ラ
ー
技
士
の
項

調
理
員
の
項
及
び
病
棟
員
の
項
を

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月

事
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条（

昭
和
三
十
二
年
山
口
県
規
則
第

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

山
口
県
知

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

タ
ー
総
看
護
師
長
」
を
削
り
、

「
（
第
四
条
関
係
）
」
に
改
め
、

を
「
岩
国
基
地
対
策
室
次
長
」

の
医
療
セ
ン
タ
ー
事
務
局
長
」

を
「
山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園

菅
野
ダ
ム
管
理
事
務
所
長

山
口
県
知

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年

と
す
る
。

学
技
士
の
項
、
歯
科
衛
生
士
の

、
主
任
調
理
員
の
項
、
主
任
病
棟

削
る
。

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

に
公
布
す
る
。

事

二

井

関

成

同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

同
表
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中

に
改
め
、
「
山
口
き
ら
ら
博
記

及
び
「
農
林
事
務
所
部
長
」
を

管
理
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

事

二

井

関

成

正
す
る
規
則

山
口
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の

項
、
歯
科
技
工
士
の
項
、
調
理

員
の
項
、
ボ
イ
ラ
ー
技
士
の

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十

る
。第

二
条
中
「
又
は
入
院
患
者

業
務
の
処
理
若
し
く
は
看
護
業

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三

山
口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規

職
員
の
日
直
宿
直
規
則
の
一

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十

山
口
県
規
則
第
二
十
二
号

職
員
の
日
直
宿
直
規
則

職
員
の
日
直
宿
直
規
則
（
昭

別
表
第
二
の
一
級
の
項
中
「、

を
「

員
場
農
は
又

」
に
改
め
、

は
又
員
場

農
任
主
、

員
理

調
は
又
長
衛

守
副

病
任

主

長
理

」
を
「又

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
、
調
理

く
。
）
」
、
「
、
主
任
調
理
員

主
任
者
を
除
く
。
）
」
を
削
り

る
。第

九
条
第
二
項
中
第
三
号
を

つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
条
中
「
附
則
第
三
項
」

一
日

山
口

の
病
状
の
急
変
等
へ
の
対
処
、
救

務
の
管
理
を
目
的
と
す
る
勤
務
」

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

一
日

山
口

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
二
十
八
年
山
口
県
規
則
第
六
十

士
技

ー
ラ

イ
ボ

」
を
削
り
、
「、

同
表
四
級
の
項
中
「

員
棟

ラ
イ
ボ

任
主

、

」
を
「

守
副

は

員
場

農
任

主
は

又

長
衛

」
に
改
め
る
。

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

長
」
、
「
、
主
任
ボ
イ
ラ
ー
技

」
、
「
、
主
任
病
棟
員
」
及
び
「

、
「
、
調
理
員
、
農
場
員
又
は
病

削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、

を
「
附
則
第
二
項
」
に
改
め
る
。

県
知
事

二

井

関

成

急
の
外
来
患
者
に
関
す
る
医
療
技

を
削
る
。

こ
に
公
布
す
る
。

布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

病
は

又
員

場
農
、

員
理

調

士
技

ー

員
棟

」
を
削
り
、
「

調
任

主
、

」
に
改
め
、
同
表
五
級
の
項
中
「、

だ
し
、
第
十
条
の
改
正
規
定
は
、

士
（
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
主
任
者
を

、
ボ
イ
ラ
ー
技
士
（
ボ
イ
ラ
ー
取

棟
員
」
を
「
又
は
農
場
員
」
に
改

第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号

二

術 す 」公 除扱めず
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山
山

に
改別

表
第
二
中

表
第
一
の

の
項
を
次
の
よ
う
に

表
第
一
の

の
項
を
次
の
よ
う
に

表
第
一
の

の
項
を
次
の
よ
う
に

表
第
一
の

の
項
を
次
の
よ
う
に

表
第
一
の

の
項
中
「

科
歯

は
又

表
第
一
の

の
項
を
次
の
よ
う
に

口
県
規
則
第
二
十
三
号

山
口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則

口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
（
昭

正
す
る
。

表
第
一
の
８
の
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

改
め
る
。

改
め
る
。

改
め
る
。

師
医

」
を
削
り
、
同
表

の
項

改
め
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
四
十
六
年
山
口
県
規
則
第
三

改
め
る
。

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前

に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
知

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

別
表
職
員
採
用
選
考
の
成
績

る
。
）
の
項
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報

る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十

山
口
県
規
則
第
二
十
四
号

知
事
が
取
り
扱
う
個
人

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現

則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に

服
等
貸
与
規
則
（
以
下
「
改

み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い

の
貸
与
期
間
を
改
正
後
の
規

貸
与
期
間
に
通
算
す
る
。

「

職
の
士
技
ー
ラ
イ
ボ
任

主
る
あ

に

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

に
知
事
が
保
有
す
る
に
至
っ
た
公

事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護

の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

。（
助
産
師
、
看
護
師
又
は
臨
床
工

三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

一
日

山
口

情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一

三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

に
改
正
前
の
山
口
県
職
員
被
服
等

よ
り
職
員
に
貸
与
さ
れ
て
い
る
被

正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
相

て
、
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ

則
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
貸
与
さ

員
職

三

文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
情

に
関
す
る
規
則
別
表
の
規
定
に
か

四
年
山
口
県
規
則
第
二
十
五
号
）

学
技
士
へ
の
採
用
に
係
る
も
の
に

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

県
知
事

二

井

関

成

部
を
改
正
す
る
規
則

貸
与
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の

服
等
は
、
改
正
後
の
山
口
県
職
員

当
規
定
に
よ
り
貸
与
さ
れ
た
も
の

り
職
員
に
貸
与
さ
れ
て
い
た
被
服

れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
被
服
等

つ
ぐ

長
ム

ゴ

ぱ
つ

が
雨

」
を

報か の限 す 規被と等の 削
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山 口

こ
山

県 報

山
政

規
則別

得

」

（号 外 ）

わ政
規
則十

三
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

十
三
年
三
月
三
十
一
日
発
行

八
条
第
一
項
の
表
山
口
県
立
総
合

口
県
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
職
員
健
康
管
理
規
程
の

口
県
職
員
健
康
管
理
規
程
（
昭
和

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

訓

口
県
訓
令
第
二
号

口
県
規
則
第
二
十
五
号

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知

す
る
規
則

治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の

第
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

記
第
二
号
様
式
中
「

に
引

取
物

先

に
改
め
る
。

附

則

ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、 山

を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う

山
口
県
知

一
部
を
改
正
す
る
訓
令

五
十
年
山
口
県
訓
令
第
二
号
）

す
る
。

令

庁各

事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る

資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例

よ
う
に
改
正
す
る
。

得
所

業
事

る
よ

」
を
「

引
取

物
先

資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例

山
口
県
知

県

庁
知
事

同
表
中
「
（
山
口
県
立
総
合
医

口
県
労
働
委
員
会
事
務
局

に
定
め
る
。

事

二

井

関

成

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

中

一

般

出

先

機

関

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

施
行
規
則
（
平
成
七
年
山
口
県

渡
譲
、

得
所

業
事

る
よ
に

所

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

事

二

井

関

成

山
口
県
公
印
規
程
（
昭
和
三

る
。第

二
条
第
一
号
中
「
企
業
出

別
表
第
一
企
業
出
納
員
印
の

を
「
岩
国
基
地
対
策
室
長
」
に

別
表
第
三
企
業
出
納
員
印
の

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三

山
口
県
訓
令
第
三
号

山
口
県
公
印
規
程
の
一
部
を

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十

山
口
県
公
印
規
程
の
一

第
十
一
条
第
一
項
の
表
山
口

療
セ
ン
タ
ー
及
び
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三

（
「
岩
国
基
地
沖
合
移
設
対
策

三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る

療
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
）
」
を

第
九
条
第
一
項
中
「
及
び
農

「
岩
国
基
地
沖
合
移
設
対
策
室

の
下
に
「
、
森
林
企
画
課
（
全

第
十
条
第
二
項
の
表
山
口
県

の
項
を
削
り
、
同
表
中
「
山
口

を
削
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
の
表
山

十
一
年
山
口
県
訓
令
第
三
十
七
号

納
員
印
」
を
削
る
。

項
を
削
り
、
同
表
室
長
印
の
項
中

改
め
る
。

項
を
削
る
。

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

一
日

山
口

部
を
改
正
す
る
訓
令

県
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
を

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

室
」
を
「
岩
国
基
地
対
策
室
」
に

。 削
る
。

林
水
産
政
策
課
」
を
「
、
農
林
水

」
を
「
岩
国
基
地
対
策
室
」
に
改

国
植
樹
祭
推
進
室
を
含
む
。
）
」

立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び

県
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
、
山
口

口
県
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

「
岩
国
基
地
沖
合
移
設
対
策
室
長

庁

中

一

般

各
出
先
機
関

め
る
。

県
知
事

二

井

関

成

削
り
、
同
表
中
「
山
口
県
立
総
合

だ
し
、
第
九
条
第
一
項
の
改
正
規

改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
同

産
政
策
課
及
び
森
林
企
画
課
」
に

め
、
「
流
通
企
画
室
を
含
む
。
）

を
加
え
る
。

山
口
県
立
こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン
タ

県
立
こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン
タ
ー
、

を
削
る
。

四

す」 医定年 、」ー」

訓

令


